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気づいて！つないで！見守ろう！

冬になると、厳しい寒さや雪で足元が悪くなることなどから、ひとり暮らし
の高齢者等は外出しづらくなり、家に閉じこもりがちになります。特に高齢者
だけの世帯では、日用品の買い物も困難になり、外に出て近所の人や友人と会
う機会も減るので、日ごろの生活の様子が分かりにくくなります。

新潟県では｢消費者安全確保地域協議会｣ （高齢者等消費者被害防止
見守りネットワーク）の設置促進と活動の活性化を進めています。

冬到来、見守りで高齢者等を消費者被害から守りましょう

こんな季節だからこそ、高齢者等を消費者被害から守るためには、地域
の方や福祉関係者の方など、日ごろから高齢者等と接する機会のある方に
よる見守りや声掛けが大切になってきます。

〇「きーつけなせや」が発行されると消費者行政担当課からの関係部署
２か所にも共有し、そこからさらに民生委員に配布するとともに地域包
括支援センターにも共有している。

消費者行政と関係部署（福祉・防犯等）との連携

〇毎月、市の消費生活相談窓口で受け付けた相談の
内容や、県消費生活センターが毎月発行する「消費
生活相談の概況」（左図参照）について、高齢福祉
所属を通じて地域包括支援センターに送付し、市内
で発生している悪質商法について情報を共有してい
る。

〇地域包括支援センターの定例会議に消費者行政担
当課も定期的に参加し、注意喚起情報を共有させて
もらっている。

〇先日、消費生活相談に「訪問買取」についての相
談が立て続けに３件あったので、市の防災アプリ
（※）で注意喚起の配信をした。
※市の防災や暮らしの情報を確認できるアプリ。ス
マホが無い65歳以上高齢者のみ世帯には市が無償で
専用タブレットを貸し出しているそうです。

県が市町村との情報交換でお聞きした関係部署との連携の取組について紹介します。

そこで、今号では見守り体制づくりに向けた関係部署や消費生活サポーターとの連携や、啓発
資料のご紹介をします。
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県では、消費生活サポーター養成講座を修了した方等を消費生活サポーターとして登録し、
悪質商法被害防止の啓発活動、相談窓口の紹介、出前講座の講師などの取組をしていただいて
おり、現在、県内各地で230名の消費生活サポーターが活動しています。

え消費生活サポーターの具体的な活動として、身近な方と消費
生活情報を共有いただくほか、行政・警察の特殊詐欺被害防止
の啓発活動（チラシ配布）にご協力いただいたり、自治会・地
域の茶の間・民生児童委員の研修会などで消費者トラブル防止
の講座や寸劇など様々なかたちで、各消費生活サポーターの地
域で啓発の取組をしていただいています。

市町村における見守り・啓発活動において、消費生活サポー
ターと連携した取り組みをしてみてはいかがでしょうか。

新潟県消費生活サポーターとの連携

いずれも新潟県のホームページや国民生活センターのホームページからダウンロードできます。

新潟くらしの安全かわら版
｢きーつけなせや｣（新潟県発行）

「見守り新鮮情報」
（国民生活センター発行）

見守りや声掛けに活用できる啓発資料

悪質商法や製品による事故情報などをお知らせする啓発資料を活用
し、民生委員さんや自治会・町内会の関係者の方、福祉関係者の方等、
広く皆さんで情報を共有し、見守り・声掛けの取組を地域全体に広げ
ましょう。

高齢者等ご自身が消費者被害防止のための知識をお持ちになることも大切ですが、
高齢者等に身近な方もその知識があれば、異変に迅速に気づき、声掛けへつなげる
ことが期待できます。


